
 

「高齢者交通事故多発地域」の指定について 

 

１ 指定日 

    秋の全国交通安全運動の実施期間(９月21日～30日)に合わせて取組を進めることができるよ
う、令和６年９月１日(日)を指定日とする。 

２ 高齢者交通事故多発地域の指定 

  令和６年上半期における、65歳以上の高齢者が関係する交通事故の発生状況に基づき、高齢
者が関係する事故が多い、又は全事故に占める高齢者事故の割合が高い次の 13 地域を指定する。 

①  中区      ② 小田原市    ③ 逗子市     ④ 三浦市 
⑤ 秦野市     ⑥ 海老名市    ⑦ 南足柄市    ⑧ 寒川町 
⑨ 大磯町     ⑩ 大井町     ⑪ 松田町     ⑫ 開成町 
⑬ 箱根町   

３ 県内の高齢者が関係する交通事故の現状 

令和６年上半期の高齢者関係交通事故の死者数は21人で死者数全体の41.2％、さらに、全事

故に占める高齢者関係事故は33.8％であり、いずれも高い水準となっており高齢者交通事故防
止対策が重要となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 指定基準及び該当地域 

 (1) 指定基準 
     令和６年上半期中の高齢者が関係する交通事故の発生状況をもとに、次のいずれかの基準に

該当した地域を指定する。 
  ・指定基準①： 高齢者人口１万人当たりの高齢者が関係する事故の発生件数が、県内平均よ 
         り 30％以上高いこと(県内平均 14.6件、県内平均＋30％＝19.0件) 
  ・指定基準②： 全交通事故の発生件数に占める高齢者が関係する事故の割合(構成率)が県内

平均より 10ポイント以上高いこと 
                 (県内平均33.8％、県内平均＋10ポイント＝43.8％ ) 
  ・指定基準③： 高齢者が関係する事故の死者数が、３人以上の市区町村 

 

 (2) 該当地域  計13地域（１区６市６町）※逗子市、三浦市、大井町、松田町、箱根町は重複 

    ア 指定基準①  
 
 
    イ 指定基準②  
 

 
ウ 指定基準③  
  

中区、逗子市、三浦市、海老名市、寒川町、大井町、松田町、開成町、箱根町 

小田原市、逗子市、三浦市、秦野市、南足柄市、大磯町、大井町、松田町、箱根町 

なし 


